
障がい者福祉のてびき2022正誤表（2023.4.1時点）

該当ページ 正 誤

P6 介護　居宅介護（ホームヘルプ）年齢制限　６５歳未満 年齢制限　無

P8
住まい　区営住宅の

申込み
所得制限　有 所得制限　無

P8
避難行動要支援者名

簿への登録
窓口　高齢者福祉課　二次避難所対策担当主査 窓口　防災課　災害対策推進係

P19 民生委員・児童委員 ■問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 地域福祉推進係【変更】

電話 3463-1846　FAX 5458-4936

■問い合わせ先

福祉部 管理課 民生係

電話 3463-1846　FAX 5458-4936

P22 東京都発達障害者支

援センター

（TOSCA）

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどの発達

障がいのある方や、そのご家族などからの相談に応じています。（予約制）

【追加】

東京都発達障害者支援センター（TOSCA）は、2023年1月から2か所のセンターに分かれて相談を受け付

けています。

【ご本人が１８歳以上の方】

通称：おとなTOSCA

（公益財団法人神経研究所 受託）

■利用方法

まずはお電話にてご相談ください。

電話 6902-2082

■問い合わせ先

〒112-0012 文京区大塚4-45-16

電話受付 月曜日～金曜日　9時～17時（祝日、年末年始を除く）

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどの発達

障がいのある方や、そのご家族などからの相談に応じています。（予約制）

（続き②）東京都発

達障害者支援セン

ター（TOSCA）

【ご本人が１８歳未満の方】

通称：こどもTOSCA

（社会福祉法人嬉泉 受託）

■利用方法

電話、メールでお申し込みください。

電話 6413-0231【変更】

Eメール tosca＠kisenfukushi.com

■利用方法

電話、メールでお申し込みください。

電話 3426-2318

Eメール tosca＠kisenfukushi.com

P28 冊子「道しるべ」を

配布しています

■渋谷区の配布場所

渋谷区では、下記の窓口で冊子を配布しています。

・ 障がい者福祉課（区役所本庁舎2階）

・ 地域保健課（区役所本庁舎7階）

・ 各保健相談所（中央保健相談所、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談所）【追加】

■渋谷区の配布場所

渋谷区では、下記の窓口で冊子を配布しています。

・ 障がい者福祉課（区役所本庁舎2階）

・ 地域保健課（区役所本庁舎7階）

P30 特別障害者手当（国

の制度）

■対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別な介護を要する２０歳以

上の方

※ おおむね、身体障害者手帳１・２級程度、または愛の手帳１・２度程度の方。身体障害者手帳または愛

の手帳を持っていなくても、対象となる場合があります。

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している方

② 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方

③ 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている方

■手当額

月額 27,980円 （2023年4月1日現在）【変更】

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

■対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別な介護を要する２０歳以

上の方

※ おおむね、身体障害者手帳１・２級程度、または愛の手帳１・２度程度の障がいが重複している方。身

体障害者手帳または愛の手帳を持っていなくても、対象となる場合があります。

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している方

② 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方

③ 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている方

■手当額

月額 27,300円 （2022年4月1日現在）

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

P31 障害児福祉手当（国

の制度）

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している方

② 障がいを支給事由とする公的年金を受けている方

③ 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている方

■手当額

月額 15,220円（2023年4月1日現在）【変更】

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している方

② 障がいを支給事由とする公的年金を受けている方

③ 聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果のある方【削除】

④ 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている方

■手当額

月額 14,850円（2022年4月1日現在）

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

P31 経過措置の福祉手当

（国の制度）

■手当額

月額 15,220円（2023年4月1日現在）【変更】

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

■手当額

月額 14,850円（2023年4月1日現在）

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

P32 特別児童扶養手当

（国の制度）

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している

② 障がいを支給事由とする公的年金を受けている

③ 申請者、配偶者または扶養義務者の所得が基準額を超えている【変更】

④ 日本国内に住所を有しない【追加】

■手当額

手当１級（重度の方）月額 53,700円【変更】

手当２級（中度の方）月額 35,760円【変更】

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

■支給方法

4月・8月・11月の年3回、振込月の前月分までをまとめて、申請人名義の銀行口座に振り込みます。

■手続き 次の①～③をお持ちください。

① 申請者および児童の戸籍謄本（申請日より1か月以内のもの）

② 特別児童扶養手当認定診断書（身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの場合、診断書を省略できるこ

とがあります。）

③ 申請人名義の銀行口座のわかるもの

■支給制限

次のいずれかに該当する方は受給できません。

① 施設等に入所している方

② 障がいを支給事由とする公的年金を受けている方

③ 本人または扶養義務者の所得が基準額を超えている方

■手当額

手当１級（重度の方）月額 52,500円

手当２級（中度の方）月額 34,970円

※ 物価スライド制で見直されることがあります。

■支給方法

4月・8月・11月の年3回、振込月の前月分までをまとめて、申請人名義の銀行口座に振り込みます。

■手続き 次の①～③をお持ちください。

① 申請者および児童の戸籍謄本

② 特別児童扶養手当認定診断書（身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの場合、診断書を省略できま

す。）

③ 申請人名義の銀行口座のわかるもの
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障がい者福祉のてびき2022正誤表（2023.4.1時点）

該当ページ 正 誤

P33 児童扶養手当（国の

制度）

ー父または母に障が

いがあるときなど

■対象

１８歳に達した日以降の最初の３月３１日までの児童（児童に中度以上の障がいがある場合は２０歳未満

まで）が、次の①～⑨のいずれかの状態にあるとき、その児童を養育している父、母または養育者

① 父または母が重度の障がいを有する。

　 ※ おおむね身体障害者手帳1・2級程度

② 父母が離婚し、父（母）と生計を同じくしない。【追加】

③ 父または母が死亡

④ 父または母が生死不明

⑤ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている。

⑥ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている。

⑦ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている。

⑧ 婚姻によらないで出産した児童で、父（母）と生計を同じくしない。

⑨ 父または母が不明な場合。（棄児等）【追加】

■対象

１８歳に達した日以降の最初の３月３１日までの児童（児童に中度以上の障がいがある場合は２０歳未満

まで）が、次の①～⑧のいずれかの状態にあるとき、その児童を養育している父、母または養育者

① 父または母が重度の障がいを有する。

　 ※ おおむね身体障害者手帳1・2級程度

② 父母が離婚

③ 父または母が死亡

④ 父または母が生死不明

⑤ 父または母に1年以上遺棄されている。

⑥ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている。

⑦ 父または母が法令により1年以上拘禁されている。

⑧ 婚姻によらないで出産した児童で、父（母）と生計を同じくしない。

P33 （続き①）児童扶養

手当（国の制度）ー

父または母に障がい

があるときなど

■支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

① 申請者、配偶者または扶養義務者の所得が基準額を超えているとき。【変更】

② 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき。

③ 児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者を含む）に養育されているとき。

④ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

■手当額【変更】

■支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

① 本人または扶養義務者の所得が基準額を超えているとき。

② 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき。

③ 児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者を含む）に養育されているとき。

④ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

■手当額

P33 （続き②）児童扶養

手当（国の制度）ー

父または母に障がい

があるときなど

■支給方法

奇数月（1月・3月・5月・7月・9月・11月）の年6回、振込月の前月分までをまとめて、申請人名義の銀行

口座に振り込みます。

【変更】

■手続き 次の①～④をお持ちください。

① 申請者および児童の戸籍謄本（申請日より1か月以内のもの）

② 身体障害者手帳または愛の手帳など障がいの程度を明らかにできるもの

③ 申請人名義の銀行口座がわかるもの

④ 申請者および児童の健康保険証

※ 申請内容により必要書類が異なる場合があります。

■支給方法

奇数月（1月・3月・5月・7月・8月・11月）の年6回、振込月の前月分までをまとめて、申請人名義の銀行

口座に振り込みます。

■手続き 次の①～④をお持ちください。

① 申請者および児童の戸籍謄本

② 身体障害者手帳または愛の手帳など障がいの程度を明らかにできるもの

③ 申請人名義の銀行口座がわかるもの

④ 申請者および児童の健康保険証

※ 申請内容により必要書類が異なる場合があります。

P35 障害基礎年金（国民

年金）

■年金額 （2023年4月1日現在）

１級障害基礎年金 972,250円【変更】

２級障害基礎年金 777,800円【変更】

・ 初診日が２０歳前の方は、受給者本人の所得が別に定める基準額を超えている場合には、半額または全

額が支給停止されます。

・ 受給権者に生計を維持されている１８歳未満の子（その子に障害等級１・２級の障がいがある場合は２

０歳未満）がいるときは、２人目までは223,800円、３人目からは74,600円が加算されます。

■年金額 （2022年4月1日現在）

１級障害基礎年金 976,125円

２級障害基礎年金 780,900円

・ 初診日が２０歳前の方は、受給者本人の所得が別に定める基準額を超えている場合には、半額または全

額が支給停止されます。

・ 受給権者に生計を維持されている１８歳未満の子（その子に障害等級１・２級の障がいがある場合は２

０歳未満）がいるときは、２人目までは224,700円、３人目からは74,900円が加算されます。

児童育成手当（都の

制度）

■支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

① 申請者の所得が基準額を超えているとき。

② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

■手続き

■支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

① 前年の所得が基準額を超えているとき。

② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

■手続き

P32
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障がい者福祉のてびき2022正誤表（2023.4.1時点）

該当ページ 正 誤

P35 障害年金生活者支援

給付金

（２０２２年４月１

日現在）

＊２０２２年８月正

誤表

■対　　象

障害基礎年金を受給中で、前年の所得額が「4,721,000円＋扶養親族の数×38万円」以下の方

■支 給 額

障害等級2級の人	月額5,020円

障害等級1級の人	月額6,275円

■支給方法

偶数月の中旬に、前月分までが振り込まれます。年金とは別に振り込まれます。

■問い合わせ先

国民健康保険課 国民年金係

（区役所本庁舎3階）

電話 3463-1797

FAX 5458-4940【追加】

P36 特別障害給付金（国

の制度）

■支給額 （2023年4月1日現在）

１級障害基礎年金 月額 52,300円【変更】

２級障害基礎年金 月額 41,840円【変更】

※ 受給者本人の前年所得による支給制限があります。

※ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、支給が制限されます。

■支給額 （2022年4月1日現在）

１級障害基礎年金 月額 52,450円

２級障害基礎年金 月額 41,960円

※ 受給者本人の前年所得による支給制限があります。

※ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、支給が制限されます。

P40 Ｂ型・Ｃ型ウィルス肝

炎治療医療費助成

（都の制度）

■問い合わせ先

地域保健課 地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4937【変更】

■問い合わせ先

地域保健課 地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4978

P41 小児慢性特定疾病の

医療費助成（都の制

度）

■問い合わせ先

○ 申請窓口

地域保健課 地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4937【変更】

○ 制度についての問い合わせ

東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課

電話 5320-4375

■問い合わせ先

○ 申請窓口

地域保健課 地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話3463-2433　FAX 5458-4978

○ 制度についての問い合わせ

東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課

電話 5320-4375

P41 子ども医療費助成

乳　子　青　医療証

■対象

健康保険に加入している子ども（０歳～１８歳到達後最初の3月31日〈高校卒業相当〉までの間にあるお

子さんを養育している人（保護者））【変更】

■助成内容

・ 保険内診療の自己負担分（通院・入院）

・ 入院時の食事療養費の定額自己負担分

■手続き

子どもの健康保険証をお持ちください。医療証を発行します。

■助成制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

① 生活保護法による医療扶助を受けている

② 児童福祉施設等に措置入所している

③ 里親に委託されている

■対象

子どもと保護者の住所が区内にあり、健康保険に加入している子ども（０歳～ １５歳到達後最初の３月３

１日〈中学校卒業〉まで）

■助成内容

・ 保険内診療の自己負担分（通院・入院）

・ 入院時の食事療養費の定額自己負担分

■手続き

子どもの健康保険証をお持ちください。医療証を発行します。

■助成制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

① 生活保護法による医療扶助を受けている方

② 児童福祉施設等に措置入所している方

③ 里親に委託されている方

P41 小児精神障害者の入

院医療費助成（都の

制度）

■問い合わせ先

○ 申請窓口

地域保健課地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4937【変更】

○ 制度に関する問い合わせ

都立中部総合精神保健福祉センター

事務室精神障害者保健福祉手帳担当

電話 3302-7739 （ダイヤルイン）

FAX 3302-7231

■問い合わせ先

○ 申請窓口

地域保健課地域医療係（区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4978

○ 制度に関する問い合わせ

都立中部総合精神保健福祉センター

事務室精神障害者保健福祉手帳担当

電話 3302-7739（ダイヤルイン）

FAX 3302-7231

P42 ひとり親家庭等医療

費助成（都の制度）

親　医療証

■対象

健康保険に加入している方で、１８歳に達した日以降の最初の３月３１日までの児童（児童に中度以上の

障がいがある場合は２０歳未満まで）が、次の①～⑧のいずれかの状態にあるとき、その児童を養育して

いる父、母または養育者

① 父または母が重度の障がいを有する。

② 父母が離婚し、父（母）と生計を同じくしない。【追加】

③ 父または母が死亡、または生死不明

④ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている。

⑤ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている。

⑥ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている。

⑦ 婚姻によらないで出産した児童で、父（母）と生計を同じくしない。

⑧父または母が不明な場合（棄児等）【追加】

■助成制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

① 申請者、配偶者または扶養義務者の所得が基準額を超えている

② 生活保護法による医療扶助を受けている

③ 児童福祉施設等に措置入所している

■対象

区内に住所があり、日本国内の健康保険に加入している方で、１８歳に達した日以降の最初の３月３１日

までの児童（児童に中度以上の障がいがある場合は２０歳未満まで）が、次の①～⑦のいずれかの状態に

あるとき、児童とその児童を養育している父、母または養育者

① 父または母が重度の障がいを有する。

② 父母が離婚

③ 父または母が死亡、または生死不明

④ 父または母に1年以上遺棄されている。

⑤ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている。

⑥ 父または母が法令により1年以上拘禁されている。

⑦ 婚姻によらないで出産した児童で、父（母）と生計を同じくしない。

■助成制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

① 本人または扶養義務者の所得が基準額を超えている方

② 生活保護法による医療扶助を受けている方

③ 児童福祉施設等に措置入所している方

P43 自立支援医療（育成

医療）

■問い合わせ先

地域保健課 地域医療係 （区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4937【変更】

■問い合わせ先

地域保健課 地域医療係 （区役所本庁舎7階）

電話 3463-2433　FAX 5458-4978

P43 自立支援医療（精神

通院）

＊２０２２年８月正

誤表

■問い合わせ先

〇申請窓口

障がい者福祉課　精神福祉係

電話　３４６３-１９０５【変更】

FAX　５４５８-４９３５

■問い合わせ先

〇申請窓口

障がい者福祉課　精神福祉係

電話　３４６３-１０９５

FAX　５４５８-４９３５
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P44 在宅重症心身障害児

（者）訪問事業（都

の制度）

タイトル：在宅重症心身障害児（者）等訪問事業（都の制度）

ご家族が自信を持ってお子様の在宅療養に当たれるよう、看護師が御家庭を訪問し、健康管理や看護技術

の指導、療育に関する相談等の支援を行います。【変更】

■対象

東京都内に住所を有し、在宅で生活をする重症心身障害児（者）及び医療的ケア児の方【変更】

■事業内容

・ 訪問看護：週1回　看護師による訪問看護【変更】

・ 訪問健康診査（必要な場合のみ）：年1回　医師等による訪問健康診査・療育相談【変更】

■利用料

無料

タイトル：在宅重症心身障害児（者）訪問事業（都の制度）

心と体の両方に障がいをもつお子さんとそのご家族のために看護師が訪問し、安定した在宅生活が送れる

ようお手伝いします。

■対象

重度の知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複しており、18歳までにその状態となった、日常生活にお

いて特別な介護を必要とする方

■援助内容

体を清潔に保つことや食事のお世話など、日常生活での介護の仕方や、看護技術の指導等を、ご家族と一

緒に行います。また、療育上困っていることの相談や助言なども行います。

■回数

原則週1回

■費用

無料

P4８ 重症心身障害児

（者）在宅レスパイ

ト事業

＊２０２２年８月正

誤表

重症心身障がいのある方の自宅、特別支援学校内（医療的ケア付添経過観察期間に限る）に看護師等を派

遣し、家族等の代わりに一定時間ケアを行います。

■対象

①　身体障害者手帳1・2級程度またはこれと同等と認められる障がいのある方(自ら歩くことができない

方)（ただし、18歳に達するまでに当該等級の障がいを有した人に限る）

②　愛の手帳1・2度程度またはこれと同等と認められる障がいのある方（ただし、18歳に達するまでに当

該等級の障がいを有した人に限る）

③　家族等による在宅介護を受けている方

④　訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている方

⑤　重症心身障がいのある方と介護者とが同一世帯にある方

※　人工呼吸器、胃ろう等医療的ケアの必要な18歳未満の方は、①・②の要件を満たさなくても、③～⑤

の要件を満たすときは利用できます。

■利用内容

１年度の間に９６時間

１回あたり２時間から４時間まで利用できます。

■利用方法

主治医指示書

重症心身障がいのある方の自宅に看護師等を派遣し、家族等の代わりに一定時間ケアを行います。

■対象

①　身体障害者手帳1・2級程度またはこれと同等と認められる障がいのある方(自ら歩くことができない

方)

②　愛の手帳1・2度程度またはこれと同等と認められる障がいのある方

③　家族等による在宅介護を受けている方

④　訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている方

⑤　重症心身障がいのある方と介護者とが同一世帯にある方

※人工呼吸器、胃ろう等医療的ケアの必要な方は、①・②の要件を満たさなくても、③～⑤の要件を満た

すときは利用できます。

■利用内容

１回あたり２時間から４時間まで利用できます。

■利用方法

主治医意見書

P68 障がい者サポート

カード

＊２０２２年８月正

誤表

■対　　象

区内在住で、身体・知的・精神の障がいのある方

■手 続 き

・サービス等利用計画を作成していない方または計画を自ら作成するセルフプランの方で、サポートカー

ドの作成を希望される場合は、次の窓口にお問い合わせください。

■対　　象

区内在住で、渋谷区が支給決定を行う障害福祉サービス(施設入所支援を除く)または障害児通所支援を利

用している方

■手 続 き

・計画を自ら作成するセルフプランの方で、サポートカードの作成を希望される場合には、次の窓口にお

問い合わせください。

P73 移動サービス

（福祉有償運送）

＊２０２２年８月正

誤表

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域福祉課

地域福祉係

〒150-8010

宇田川町1-1　区役所本庁舎２階

電話　５４５７-２２００

FAX　３４７６-４９０４

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域福祉課

地域支援係

〒150-8010

　宇田川町1-1　区役所本庁舎５階

電話　６４５２-５０２４

FAX　３４７７-２５２５

P77 手話通訳者の派遣

（区の制度）

■費用

無料

■費用

無料 （手話通訳者の交通費は利用者が負担）

P82 渋谷区立図書館のハ

ンディキャップサービ

ス【新規】

■渋谷区立図書館一覧（開館時間・休刊日は各館にお問い合わせください。） ■渋谷区立図書館一覧（開館時間・休刊日は各館にお問い合わせください。）

聴覚障がい者が区施設で手話通訳を利用できるよう、タブレット端末を使用した「遠隔手話通訳サービ

ス」を提供しています。（2023年4月1日から開始）

区施設に配備するタブレット端末を通して、手話通訳オペレーターが手話通訳を必要とする人と区職員の

間で通訳を行います。

事前の予約は不要ですが、利用希望が重複した場合、お待ちいただく場合がございます。

■タブレット端末配備場所（2023年4月1日減在）

・渋谷区本庁舎 6か所

　（2階：障がい者福祉課、3階：住民戸籍課、4階：子ども青少年課、6階：国民健康保険課・税務課、7

階：文化振興課）

・出張所 8か所（恵比寿駅前、上原、西原、初台、本町、笹塚、千駄ヶ谷、神宮前）

・区民サービスセンター（渋谷ヒカリエ8階） 1か所

・北谷分庁舎（生活福祉課） 1か所

・保健相談所 3か所（中央保健相談所〈渋谷区子育てネウボラ4階〉、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談

所）

■利用時間

各施設・部署の開設時間と同じです。

■費用

無料

■問い合わせ先

障がい者福祉課 福祉計画推進係

電話 3463-1922　FAX 5458-4935

区施設における遠隔

手話通訳サービス

【新規】

P79
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身体障がい者が自ら運転する自動車、または重度の身体障がい者・重度の知的障がい者が乗車し、障がい

者ご本人以外の方が運転する自動車が有料道路を利用するとき、料金に割引が適用されます。

■対象

障がい者1人につき1台に限り割引対象となる車を事前に登

録できます。

個人名義ではないもの、営業に使用するものは、割引の対象外です。

その他、車種や所有者に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

また、自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合、親族や知人

の車、車検時の代車レンタカーや介護タクシー、福祉有償運送などでも、料金所で手帳を提示いただくな

ど一定の要件のもとで割引されます。詳しくは「有料道路における障害者割引制度のご案内」や高速道路

会社HPをご覧ください。【追加】

身体障がい者が自ら運転する自動車、または重度の身体障がい者・重度の知的障がい者が乗車し、介護者

が運転する自動車が有料道路を利用するとき、料金に割引が適用されます。

■対象

割引対象となる車は、障がい者1人につき1台に限ります。

個人名義ではないもの、営業に使用するものは、割引の対象外です。

その他、車種や所有者に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

■手続き

必要書類をご持参のうえ、障がい者福祉課給付係に申請してください。

＊4 未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転で割引を受け、かつ本人が運転しての割引を受け

ない場合に限り、親権者または後見人名義のＥＴＣカードも対象となります。

＊5 割賦契約又は長期リースの場合は割賦契約書又はリース契約書も必要です。【追加】

■手続き

必要書類をご持参のうえ、障がい者福祉課給付係に申請してください。

＊4 未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転で割引を受け、かつ本人が運転しての割引を受け

ない場合に限り、親権者または後見人名義のＥＴＣカードも対象となります。

割引の要件を満たしている場合は、手帳の記載事項欄に、割引の対象である旨（本人が運転する場合は

「道路」、介護者が運転する場合は「道路介護」と赤で印字）、自動車登録番号等と割引有効期限を記載

したシールを貼り付けます。

※自動車を事前登録されない場合、自動車登録番号等は記載されず「自動車登録なし」と記載されます。

なお、ＥＴＣ無線通行（ノンストップ走行）により本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわ

せてＥＴＣ利用申請が必要となります。ＥＴＣ利用の登録手続きまでされる方のみオンラインによる申請

が可能となります。　※ＥＴＣを利用しない場合は福祉担当窓口での申請となります。

オンラインでの各種申請（新規申請・変更申請・更新申請）を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ

等の詳細については、下記のＵＲＬからご確認ください。

オンライン申請受付サイト

https://www.expressway-discount.jp【追加】

割引の要件を満たしている場合は、手帳の記載事項欄に、割引の対象である旨（本人が運転する場合は

「道路」、介護者が運転する場合は「道路介護」と赤で印字）、自動車登録番号等と、割引有効期限を記

載したシールを貼り付けます。

なお、ＥＴＣレーンをご利用の場合は、これとは別に登録の手続きをする必要があります。

P89 ＮＨＫ放送受信料の

減免

■申請先

ＮＨＫ中央営業センター

〒150-8790 神南1-6-12 渋谷コロンバンビル２階

電話 5456-2141【変更】

■申請先

ＮＨＫ中央営業センター

〒150-8001 神南2-2-1 ＮＨＫ放送センター3階

電話 5454-5961　FAX 5454-5959

P100 都営住宅の申込み

※ 身体上または精神上著しい障がいがあるため、常時の介護を必要とする方の場合、その心身の状況に応

じた介護を受けられることが必要です。【削除】

P101 ＵＲ賃貸住宅の申込

み

■申込資格等の問い合わせ先

○ ＵＲ都市機構 東日本賃貸住宅本部

電話 0120-411-363（フリーダイヤル）、3347-4375

定休日 なし【変更】

ホームページ

https://www.ur-net.go.jp/chintai/

○ ＵＲ渋谷営業センター

〒150-0043 道玄坂1-3-3 楠本ビル6階

電話 3780-7811

定休日 水曜日、年末年始

■申込資格等の問い合わせ先

○ ＵＲ都市機構 東日本賃貸住宅本部

電話 0120-411-363（フリーダイヤル）、3347-4375

定休日 年末年始

ホームページ

https://www.ur-net.go.jp/chintai/

○ ＵＲ渋谷営業センター

〒150-0043 道玄坂1-3-3 楠本ビル6階

電話 3780-7811

定休日 水曜日、年末年始

P101 区営住宅の申込み ■対象 次の１、２の要件に該当する方

１ 身体障害者手帳１～４級、または戦傷病者手帳恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上をお持ちの方で、

次の①～⑥のすべてに該当する方

① 渋谷区に引き続き2年以上居住している方

② １８歳以上の方

③ 住民税を滞納していない方

④ 所得が基準内である方

⑤ 住宅に困っている方

⑥ 暴力団員でない方

■対象 次の１、２の要件に該当する方

１ 身体障害者手帳１～４級、または戦傷病者手帳恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上をお持ちの方で、

次の①～⑦のすべてに該当する方

① 渋谷区に引き続き2年以上居住している方

② １８歳以上の方

③ 住民税を滞納していない方

④ 所得が基準内である方

⑤ 住宅に困っている方

⑥ 独立して日常生活を営むことができる方

（身体上著しい障がいがあるため常時の介護を必要とする場合は、その身体の状況に応じた介護が受けら

れる方）【削除】

⑦ 暴力団員でない方

P102 住み替え家賃補助 タイトル：立ち退きに伴う住み替え家賃補助【変更】

取り壊しなどで立ち退きを求められ、住み替える必要がある世帯に、住み替え後の家賃の差額と転居費用

の一部を補助します。

タイトル：住み替え家賃補助

取り壊しなどで立ち退きを求められ、住み替える必要がある世帯に、家賃の差額の一部を補助します。

P87 有料道路有料道路料

金の割引料金の割引
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P102 不動産店の紹介 タイトル：入居支援事業【変更】

① 入居支援に協力する不動産会社をご案内します。

② 必要な方には、区と協定を締結した居住支援法人が賃貸借契約までの同行支援を行います。

③ 賃貸借契約に伴う保証人がいない場合に、国土交通省に登録している民間保証会社を紹介し、初回保証

料の一部を補助します（所得制限等あり）。

■対象

区内の住宅から区内の民間賃貸住宅に住み替える方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方がいる世帯【追

加】

・ 身体障害者手帳１～４級

・ 愛の手帳１～３度

・ 精神障害者保健福祉手帳１・２級

タイトル：不動産店の紹介

区内で住み替え先を探している障がい者世帯に、入居支援に協力する不動産店をご案内します。

また、アパートを契約する際の保証人が確保できない場合は、区と協定を結んだ民間の保証会社を紹介

し、初回保証料の一部を補助します。（所得制限等あり）

■対象

次のいずれかの手帳をお持ちの方がいる世帯

・ 身体障害者手帳１～４級

・ 愛の手帳１～３度

・ 精神障害者保健福祉手帳１・２級

P103 渋谷区居住支援協議

会

民間賃貸住宅への入居が困難な障がい者等の住宅確保要配慮者の円滑な入居を図るため、福祉団体や不動

産団体、居住支援法人と情報共有するとともに、必要かつ効果的な支援策等について協議を行います。

居住支援協議会を中心として、住宅確保要配慮者向けの情報発信や不動産オーナー等関係者向けのセミ

ナー開催などの活動を実施します。【変更】

民間賃貸住宅への入居が困難な障がい者等の住宅確保要配慮者の円滑な入居を図るため、居住支援法人、

宅地建物取引業者、賃貸住宅管理事業者等と情報共有するとともに、必要かつ効果的な支援策等について

協議を行います。

居住支援協議会を中心として、住宅確保要配慮者向けの情報発信や住宅相談窓口の設置、不動産オーナー

等関係者向けのセミナー開催などの活動を実施します。（2022年度設置予定）

P103 住宅簡易改修支援事

業

■申請者資格

以下の要件をすべて満たす方

・ 区に住民登録があり、区内の住宅（店舗などと兼用の場合は住宅部分、共同住宅の場合は専有部分が対

象）に居住していること。

・ 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または子であること。

※ この他にも条件があります。工事の前にお問い合わせください。

■申請資格

① 区に住民登録があり、対象住宅に居住していること。【削除】

② 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または子であること。

※ この他にも条件があります。工事の前にお問い合わせください。

P108 重度身体障害者在宅

パソコン教室

■問い合わせ先【変更】

社会福祉法人 東京コロニー 職能開発室

〒164-0001 中野区中野5-3-32

電話 6914-0859　FAX 6914-0869

■問い合わせ先

社会福祉法人 東京コロニー 職能開発室

〒170-0005 豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル6階

電話 6914-0859　FAX 6914-0869

P110 子ども発達相談セン

ター

■相談方法

・ 電話相談

・ 来所相談

・ オンライン相談

・ 家庭への訪問相談

■相談日時

月曜日～金曜日 9時～17時

（祝日、年末年始を除く）

■日曜発達相談会【変更】

仕事のため平日に来所できない方を対象に、日曜日の相談会を開催しています。（事前申込制）

毎月第3日曜日 9時～17時

■オンライン相談

オンライン会議アプリケーション（MicrosoftTeams）を利用して、専門スタッフに相談できます。1回の

相談は30分程度です。

■相談方法

・ 電話相談

・ 来所相談

・ オンライン相談

・ 家庭や保育園、幼稚園等への訪問相談【削除】

■相談日時

月曜日～金曜日 9時～17時

（祝日、年末年始を除く）

■土曜発達相談会

仕事のため平日に来所できない方を対象に、土曜日の相談会を開催しています。（事前申込制）

毎月第3土曜日 9時～17時

■オンライン相談

オンライン会議アプリケーション（MicrosoftTeams）を利用して、専門スタッフに相談できます。1回の

相談は30分程度です。

相談の申込は、渋谷区LINE公式アカウントから受け付けています。（渋谷区LINE公式アカウント

@shibuyacityの友だち追加が必要です）

P110 就学相談 ■問い合わせ先

渋谷区教育センター 教育相談係/就学相談担当

電話 3463-3479　FAX 5458-4954

Eメール eec-kyoikucentersodan@shibuya.tokyo【変更】

■問い合わせ先

教育委員会事務局 学務課 特別支援教育係

（区役所本庁舎4階）

電話 3463-2993　FAX 5458-4953

P111 渋谷区教育センター ■受付日時

※ 毎月第3日曜日は新規相談を受け付けています。【変更】

■受付日時

※ 毎月第3土曜日は相談を受け付けています。

P115 居宅訪問型保育事業

（障がい児向け）

■対象児童

１歳から小学校就学前までのお子さんで、次のすべてに該当する方（０歳児は要相談）

① 保育が必要な状況にある方

② 医療的ケアが必要な方

③ 障がい、疾病などの程度を勘案して、集団保育が著しく困難であると認められる方

④ 運営事業者との面談において、預かりが可能と判断された方

※ 主に中程度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児など（経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸

ろうを必要とする児童も可）が対象になります。

※ 気管切開・人工呼吸器など、呼吸器系疾患のあるお子さんについては、まずは事業者までお問い合わせ

ください。【変更】

■対象児童

１歳から小学校就学前までのお子さんで、次のすべてに該当する方（０歳児は要相談）

① 保育が必要な状況にある方

② 医療的ケアが必要な方

③ 障がい、疾病などの程度を勘案して、集団保育が著しく困難であると認められる方

④ 運営事業者との面談において、預かりが可能と判断された方

※ 主に中程度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児など（経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸

ろうを必要とする児童も可）が対象になります。

※ 気管切開・人工呼吸器など、呼吸器系疾患のあるお子さんについては、2021年11月末現在では対応が

できません。

P117 心身に障がいのある

児童・生徒のための

学校

■問い合わせ先（④、⑤については各学校にお問い合わせください。）

教育委員会事務局 教育センター 特別支援教育係（区役所本庁舎4階）【変更】

電話 3463-2993　FAX 5458-4953

Eメール sec-tokushi@shibuya.tokyo

■問い合わせ先（④、⑤については各学校にお問い合わせください。）

教育委員会事務局 学務課 特別支援教育係（区役所本庁舎4階）

電話 3463-2993　FAX 5458-4953

Eメール sec-tokushi@shibuya.tokyo

P125 知的障がい者(児)水泳

教室「愛称：スウィ

ミー」

■申込期日

8月に「しぶや区ニュース」でお知らせします。【変更】

■開催日 5月～翌年3月（全24回）

■時間 14時～16時

■会場 中幡小学校温水プール

■定員 50人

■内容 指導練習、記録会など

■申込期日

毎年3月・8月頃に「しぶや区ニュース」でお知らせします。掲載月の末日が申込み締切です。

■開催日 5月～翌年3月（全24回）

■時間 14時～16時

■会場 中幡小学校温水プール

■定員 50人

■内容 指導練習、発表会など

P125 のびのび水中運動教

室

■会場【変更】 ■会場
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P126 障がい者スポーツ体

験教室

タイトル：パラスポーツ体験教室【変更】

■対象 どなたでもご参加可能です

■利用方法 事前申し込み不要。当日、運動できる服装で直接会場へお越しください。

■費用 無料

■会場 スポーツセンター（西原1-40-18）

　　　 ひがし健康プラザ（東3-14-13）

■その他

開催日時等の詳細は、区のホームページでご確認ください。

※「渋谷区パラスポーツ体験教室」でご検索ください。

■問い合わせ先

スポーツ部 スポーツ振興課 パラスポーツ推進係

電話 3463-1849

Eメール sec-parasports@shibuya.tokyo【変更】

タイトル：障がい者スポーツ体験教室

■対象 区内在住・在勤・在学の方

■利用方法 事前申し込み不要。当日直接会場へお越しください。

■費用 無料

■会場 スポーツセンター（西原1-40-18）

　　　 ひがし健康プラザ(東3-14-13)

■その他

開催日時等の詳細は、区のホームページで確認ください。

■問い合わせ先

スポーツ部 スポーツ振興課 事業調整主査

電話 3463-3296　FAX 3463-3822

Eメール sec-sports-jigyo@shibuya.tokyo

P141 二次避難所 ■二次避難所の開設場所

■問い合わせ先 高齢者福祉課 二次避難所対策担当主査【変更】

　　　　　　　 電話 3463-1562　FAX 5458-4941

■二次避難所の開設場所

■問い合わせ先 防災課 災害対策推進係

　　　　　　　 電話 3463-4475　FAX 5458-4923

P142 避難行動要支援者名

簿

■登録方法

避難行動要支援者名簿登録申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または持参してください。

申請書は、区のホームページで公開しています。

郵送先 〒150-8010（住所不要）

　　　 渋谷区役所 二次避難所対策担当主査【変更】

■名簿について

名簿は、自主防災組織、民生委員、安心見守りサポート協力員、地域包括支援センター、消防団、消防

署、警察署に提供し、情報を共有します。

この名簿をもとに、一人ひとりの避難支援プランを作成することで、災害時の安否確認、避難の援助など

を迅速かつ確実に行うことができます。

■問い合わせ先

高齢者福祉課 二次避難所対策担当主査（区役所本庁舎5階）

電話  3463-1562　FAX 5458-4941【変更】

■登録方法

避難行動要支援者名簿登録申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または持参してください。

申請書は、区のホームページで公開しています。

郵送先 〒150-8010（住所不要）

　　　 渋谷区役所 防災課

■名簿について

名簿は、自主防災組織、民生委員、安心見守りサポート協力員、地域包括支援センター、消防団、消防

署、警察署に提供し、情報を共有します。

この名簿をもとに、一人ひとりの避難支援プランを作成することで、災害時の安否確認、避難の援助など

を迅速かつ確実に行うことができます。

■問い合わせ先

防災課 災害対策推進係（区役所本庁舎8階）

電話 3463-4475　FAX 5458-4924

P145 ■訪問系サービス

１ やさしい手笹塚訪問介護事業所【事業所名変更】 やさしい手笹塚巡回訪問介護事業所

P146 １９ NPO法人まごころ

同行援護〇【事業追加】

P146 ２４ 【削除】 24　障害児移動支援事業所のぶ　全行削除　事業終了

P146 ２８ 【変更】

らいふホームヘルプサービス

笹塚1-57-10笹塚駅前ビル1108

5304-5077

らいふﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ代々木事業所　事業所名変更

代々木1-30-3ﾒｲﾌﾟﾙ代々木4階　移転のため住所変更

5304-7022　移転のため電話番号変更

P146 ３４ 事業所【削除】 34　ﾊﾟｰｿﾅﾙﾀｯﾁｹｱｻｰﾋﾞｽ（株）全行削除　事業終了

P146 ３６　新規 【追加】

事業所名　ケアリッツ千駄ケ谷

住所　　　千駄ケ谷５－３－１４GreenPark１階

電話番号　5315-0411

事業　　　居宅介護〇　重度訪問介護〇　移動支援〇

運営法人　㈱ケアリッツ・アンド・パートナーズ

P146 ３７　新規 【追加】

事業所名　同行援護事業所D＆I 246

住所　　　渋谷1-1-7ｾﾝﾄﾗﾙ渋谷246 9階

電話番号　6555-5480

事業　　　居宅介護〇　重度訪問介護〇　同行援護〇

運営法人　マツケンビジネスホールディングス㈱

P146 ３８　新規 【追加】

事業所名　訪問介護事業所PIX

住所　　　笹塚2-4-9笹塚ﾊﾟｲﾝﾋﾞﾙ301

電話番号　6753-9235

事業　　　居宅介護〇　重度訪問介護〇　同行援護〇

運営法人　合同会社PIX

P147 ■就労継続支援（A

型・B型）

１８　新規

【追加】

事業所名　就労支援事業所AHIトインビーホール

住所　　　代々木２－２３－１　NSM

電話番号　6383-3162

主な種別　精神

　　　　　B型　〇

運営法人　合同会社SunshinePhoenix
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P147 ■就労移行支援

１９　新規

【追加】

事業所名　就労支援事業所AHIトインビーホール

住所　　　代々木２－２３－１　NSM

電話番号　6383-3162

就労移行支援　〇

運営法人　合同会社SunshinePhoenix

P148 ■自立生活援助

２　新規

【追加】

事業所名　コネクトしぶや

住所　　　代々木３－３３－１０メゾンヨーラク３０４

電話番号　6276-7990

運営法人　（一社）しぶや糸をつむぐ会

P149 １４　新規 【追加】

事業所名　Brighten School Daikanyama

住所　　　鶯谷町4-11　ｶｲﾎﾋﾞﾙ１階

電話番号　6427-0889

児童発達支援　〇

運営法人　LORIMER株式会社

P149 １５　新規 【追加】

事業所名　アイビージュニア　初台

住所　　　本町２-２７-１　一二三薬局ビル２階

電話番号　5309-2150

児童発達支援　〇

放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　〇

運営法人　IBJファイナンシャルアドバイザリー㈱

P149 １６　新規 【追加】

事業所名　IBジュニア

住所　　　本町３－２２－３

電話番号　6383-3023

児童発達支援　〇

放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　〇

運営法人　IBJファイナンシャルアドバイザリー㈱

P149 １７　新規 【追加】

事業所名　恵比寿スマイルズ

住所　　　恵比寿南2-17-2ﾌﾟﾘﾏﾍﾞｰﾗ101号室

電話番号　6303-1810

児童発達支援　〇

運営法人　ブリリアントジャパン株式会社

P149 ■指定相談支援事業

所

１８　新規

【追加】

事業所名　ITスクール相談支援センター渋谷

住所　　　道玄坂1丁目15-14　ST渋谷ビル6階

電話番号　090-2507-6064

 主な対象　身体　〇

　　　　　知的　〇

　　　　　精神　〇

　　　　　児　　〇

難病等　〇

相談支援種別　児　〇

P149 １９　新規 【追加】

事業所名　コネクトしぶや

住所　　　代々木３－３３－１０　メゾンヨーラク３０４

電話番号　6276-7990

主な対象　身体　〇

　　　　　知的　〇

　　　　　精神　〇

　　　　　児　　〇

難病等　〇

相談支援種別　特定　〇

　　　　　　　児　　〇

運営法人　（一社）しぶや糸をつむぐ会

P151 渋谷区障害者団体連

合会加入団体

P156 渋谷区福祉サービス

利用者権利保護委員

会

■問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 福祉管理係

電話 3463-1832

Eメール sec-f-kanri@shibuya.tokyo【変更】

■問い合わせ先

福祉部 管理課 指導監査主査

電話 3463-3362　FAX 5458-4936

Eメール sec-shidokansa@shibuya.tokyo

P165 ■ダイヤルガイド

区の相談・支援機

関、申請窓口

渋谷区福祉サービス

利用者権利保護委員

会（福祉部管理課

内）

電話　3462-1832 電話　3463-3362
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障がい者福祉のてびき2022正誤表（2023.4.1時点）

該当ページ 正 誤

P165 ■ダイヤルガイド

区の相談・支援機

関、申請窓口

地域保健課　地域医

療係（渋谷区保健

所）

FAX　5458-4937 FAX　5458-4978

P165 ■ダイヤルガイド

区の相談・支援機

関、申請窓口

渋谷区営住宅等窓口

区役所本庁舎１２階 ー

P166 子どもに関する相談機

関

教育委員会事務局

特別支援教育係

教育委員会事務局　教育センター【追加】 教育委員会事務局

P168 救急医療

＊２０２２年８月正

誤表

代々木病院

千駄ヶ谷1-30-7

電話　３４０４-７６６１

代々木病院

千駄ヶ谷1-30-7

電話　３４００-７６６１

P149 ■児童発達支援・放

課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・保

育所等訪問支援

６

＊ヘレン初台

2023.9.30事業終了

【削除】
６　障害児保育園ヘレン初台　全行削除　事業終了

P151 渋谷区障害者団体連

合会加入団体

＊みどり工房

2023.10.30変更

＊ストライドクラブ

2023.6.17変更

問い合わせ先

渋谷区福祉部障がい者福祉課福祉計画推進係

電話　03－3463-1922

FAX　03－5458－4935

２０２３年４月時点で事業内容等に変更があったものを正誤表に掲載いたしました。

また、６月以降に一部変更になったものについても掲載しております。
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